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研究成果の概要（和文）：　4年の研究期間において、国内はもとより台湾・フランス・イギリスでの敦煌書儀
の実見調査を実施できた。これによって、デジタル画像による閲覧では不明瞭であった文字認定や紙継ぎ状況を
明確に把握できた。また、従来書儀と考えられながらも不明な点が存した文献についても、その表現箇所の特定
をできたことは海外調査での大きな成果である。
　上記の海外調査の成果を受けて、注釈的研究では、メールなどを活用して原稿の検討を行い、1次原稿につい
ては、ほぼ全体の注釈を終えることができた。これらの注釈原稿を引き続き精度を高めて出版を目指して原稿の
作成を進める。

研究成果の概要（英文）：　During the four-year study period, we were able to carry out practical 
surveys of Taiwan, France and England as well as Taiwan. As a result, it was possible to clearly 
grasp the character recognition and paper feeding situation which were unclear in browsing by 
digital image. In addition, for documents that were thought to be conventional writing but for which
 there was an unknown point, being able to identify the location of the expression is a major 
achievement in overseas surveys.
　Based on the results of the above-mentioned overseas surveys, in the annotative research, we 
examined manuscripts using e-mail etc. and were able to finish almost all the annotations on the 
primary manuscript. We will continue to improve the accuracy of these annotations and prepare them 
for publication.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　第1の成果としては、デジタルアーカイヴされたデータでは発見できなかった敦煌写本の調査ができたことが
挙げられる。しかも3カ国での調査によって、不鮮明な文書の調査が実現し、翻刻文字を修正できたことは大き
な成果である。第2に海外文献調査によって、注釈作業において、従来用例に恵まれなかった表現への例示がで
きたことである。これによって書簡語彙としての性格付けに一定の見通しをつけられた点が上げられる。第3と
して注釈的研究の意義を研究発表や学術論文、さらには報告書・著書として公開できた点である。これによって
一定の社会的貢献を果たしたと言える。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
 敦煌文書が 1900 年に発見されてすでに百年が経過した。各国に分蔵されてきた大量の文書
群は、個別での研究から、マイクロフィルムと影印本の刊行等により国際的な広がりを持って
｢敦煌学｣と称して東洋学の重要な領域として位置付けられてきた。その中心は敦煌文書の文献
学的研究にあり、しかも仏典・行政文書が研究の中心であった。このような状況において制度
史・史的研究の観点から書儀に着目する研究が表れる(那波利貞｢『元和新定書儀』と杜有晋の編する『吉凶書儀』
とに就いて｣1962)。従来は制度史等の補助資料として利用されるのみであった書儀の研究が本格化し
て東アジアを中心に研究成果が公刊されて敦煌書儀研究の蓄積が進行(中国：趙和平『敦煌写本書儀研究』
1993,周一良・趙和平『唐五代書儀研究』1995,日本：山本孝子｢僧尼書儀に関する二、三の問題｣2011 等多数)している。これらの成
果は断片文書の綴合による新たな書儀の発見(蔡淵迪｢俄蔵本索靖《月儀帖》之綴合之研究｣2011,丸山裕美子｢ロシア科学
アカデミー東洋写本研究所所蔵｢索靖月儀帖｣断簡についての基礎的考察｣2013 等)、さらには書儀の表現研究(張小豔『敦煌書儀語
言研究』2007,山本孝子｢敦煌書儀の言語表現に反映される社会環境｣2011 等)も深化している。このような書儀研究の国
際的深化からすれば、さらなる断片文書の発見が期待される。だが陸続と刊行される影印資料
のみでは解像度の問題から詳細な検討が不十分であり、実見調査の必要性が生じる。また国内
でも調査が不十分な文献が存在する。そうした国内外の敦煌文献調査を書儀表現受容の観点か
ら捉えることが可能な状況にある。 
また六朝尺牘も書儀研究に類似しており、王羲之の尺牘が新たに発見(福田哲之｢吐魯番出土文書に見ら

れる王羲之習書｣1998,王羲之｢大報帖｣個人蔵 2013)されると共に六朝文人の尺牘を表現学・語学・歴史学の観点
からの注釈(『法帖体系淳化閣帖』1980～,『王羲之全書翰』1987 等)が出現しており尺牘研究の新たな段階にある。 
 
２．研究の目的 
本研究課題は、現在日本・中国・台湾・イギリス・フランス・ロシア等に散在する敦煌文献、

なかでも書儀・尺牘断片を中心に据えた実見調査を通して新たな資料を発掘し、日本への受容
や伝搬の実態を把握し、マクロ的に統合することを第１の目的とする。その上で正倉院蔵『杜
家立成雑書要略』に焦点を絞り、当該書の注釈作業を通して、わが国における敦煌書儀・六朝
尺牘の受容をミクロ的にも研究することで、表記・語法・歴史環境分野のさらなる研究推進を
はかる。 
そこで本研究課題では具体的に次の４点を明らかにする。 

(1) 海外に散在する資料の実見調査と関連資料の収集をおこない分析する(海外調査) 

(2) 書儀・尺牘表現を受容史・語学・史学(制度史)の各観点から分析をおこない、書儀・尺牘表

現の特質を明らかにする(受容研究・語学研究・史学研究) 

(3) 書儀本文の特色を、各テキストの関係性と書体分析とから明らかにし、テキストとしての

書儀本文の書体傾向の把握と系統の分析をおこなう(書体研究・諸本研究) 
上記の各成果を踏まえて、新たな書儀・尺牘の本文紹介と調査・研究成果とを、正倉院蔵『杜
家立成雑書要略』の注釈作業として集約する 
 
３．研究の方法 
 以下の方法で研究課題の目的を解明する。 
１. 海外敦煌書儀・尺牘文献の発見と調査分析 

 台湾・イギリス・フランス・ロシアでの調査を実施して断片文書の同定をおこなう。また、

国内調査とあわせて新たな書儀・尺牘文書を公開して書儀・尺牘研究を推進する。 

２. 敦煌書儀・六朝尺牘の表現特質の解明 

敦煌書儀研究は本文校訂や社会制度史に主眼があり、表現研究が未成熟状況は否めない。こ

れを解決するために、これまでの研究成果と学際的視点によって表現の特質を明らかにする。 

３.敦煌書儀・六朝尺牘の受容実態と表現特質解明の成果を『杜家立成雑書要略』注釈に集約 

 以上のような基礎作業を踏まえて、敦煌書儀・六朝尺牘表現の分析結果を『杜家立成雑書要
略』の注釈として集約し、内化・深化の受容実態を解明する。 
 
４．研究成果 
 本研究課題では、ヨーロッパを中心とする文献調査(英国 3 回,仏国 1 回,台湾 3 回)を通してデジタ

ル画像では観察不能な文書の特質を明らかにし、書体・表記の多様性や書式・語彙の検討をお
こない、注釈の特色として原稿化を進めた。 
 以上のような書儀・尺牘研究と正倉院文書研究の蓄積は、書儀・尺牘の受容が奈良・平安初
期の漢文書簡においていかなる展開をなしているかを定位することと関連する。つまり表現の
史的展開を跡づけ、文学・語学・文献学・歴史学等による学際的複合研究は、書儀・尺牘研究
に新たな視点を提供することになる。さらに近年加速的に公開が進む東アジア(中国・台湾)の文献調



査を加えて『杜家立成雑書要略』の注釈として集約し、質的充実を図ることは、文献学・歴史
学・和漢比較文学等の学際領域において以下のような波及効果が期待できる。 
 １ 研究課題の成果を活用した書儀・尺牘研究の推進を実現できた 

２ 国外文献の調査と意義づけにとどまらず、受容研究の史的展開を具体的に示した 
３ 和漢比較の文学的展望に立った通史的な受容実態の在りようを拓いた 
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